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長期間ご利用になっていないキャッシュカード等の取引制限 
並びに偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について 

 
 

住友信託銀行株式会社（取締役社長：森田 豊）は、昨今のキャッシュカード等の偽造・

盗難による不正払出しの被害状況に鑑み、長期間ご利用になっていないキャッシュカード、

ローンカードにつきましてはご利用を停止させていただくことといたしました。 

また、当社では、平成 18 年 2 月 10 日の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われ

る不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行前における

偽造・盗難キャッシュカード被害につきましては、この法律の趣旨に照らして、補償を実

施してまいります。 

 

 

１．ご利用停止の目的 

  長期間ご利用のないキャッシュカード等は、万が一、盗難等の被害に遭った場合にその

発見が遅れる可能性が高いことから、ご利用を停止することで、安全性を高め不正払出し

の被害を未然に防止し、お客さまの大切なご預金をお守りすることを目的としています。 

 
２．長期間ご利用になっていないキャッシュカード等の取引制限の概要 

  平成 18 年 1 月 4 日時点において、過去 5 年 3 か月の間、ご利用のないキャッシュカード

等につきましてはご利用を停止させていただきます。また、併せて平成 18 年 1 月 4 日より、

連続して 5 年 3 か月の間、ご利用のないキャッシュカード等につきましても、ご利用を停

止させていただきます。 

ご利用停止となったキャッシュカード等につきましては、当社本・支店の窓口において所

定の手続きを行っていただくことで、ご利用停止を解除し再びそのカードをご利用になる

ことができます。ご利用停止およびその解除にかかる手数料はございません。 

 
３．偽造・盗難カード被害に対する補償等について 

  当社では、平成 18 年 2 月 10 日の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不

正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行前における偽

造・盗難キャッシュカード被害につきましては、この法律の趣旨に照らして、補償を実施

してまいります。 

  また、今後ともお客さまに安心してお取引きいただけますよう、来年 3 月にはＩＣカー

ドの導入を開始する予定です。 
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